
  

 

環境基準について 

 

 環境基本法第16条には「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係わる環境上

の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持される

ことが望ましい基準」として環境基準が定められている。環境基準はいくつかの類型があ

り、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域が指定されている。水質についての生活環

境の保全に係わる環境基準は、類型及びその類型ごとの基準値が昭和46年環境庁告示第59

号によって、また、適用される水域が昭和48年環境庁告示第21号によって定められた。山

梨県内における水域の類型の指定は、２県にまたがる富士川水域と相模川水域については

上記の環境庁告示によって、その他の水域で「知事に類型指定が委任されている水域」で

ある笛吹川など７河川と富士五湖については、昭和49年山梨県告示第153号によって設定さ

れた。水質関係の環境基準値及び類型は、河川、湖沼と海域についてそれぞれ定められて

いる。以下に、河川・湖沼・人の健康に関する環境基準を示した。 

 

 

※　生活環境に係わる環境基準（河川）
項目 基　　　準　　　値

類型

利用目的の適応性
水素イオン濃
度（ｐＨ）

生物化学的
酸素要求量
（ＢＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ）

大腸菌群数

水道１級

ＡＡ 自然環境保全 6.5以上 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN／

及びＡ以下 8.5以下 100mL以下

の欄に掲げるもの

水道２級

水産１級 1000MPN／

Ａ 水浴 6.5以上 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 100mL以下

及びＢ以下 8.5以下

の欄に掲げるもの

水道３級

Ｂ 水産２級 6.5以上 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 5000MPN／

及びＣ以下 8.5以下 100mL以下

の欄に掲げるもの

水産３級

工業用水１級 6.5以上 5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 　－　

及びＤ以下 8.5以下

の欄に掲げるもの

工業用水２級

農業用水 6.0以上 8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 　－　

及びＥ 8.5以下

の欄に掲げるもの

工業用水３級　 6.0以上　 ごみ等の浮遊が

環境保全 8.5以下 認められないこと

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水　道　１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　水　道　２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　水　道　３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３　水　産　１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　水　産　２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生用
　　水　産　３級：コイ、フナ等β-中腐水性水域の水産生物用
４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
　　工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの
５　環  境  保  全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

　－　Ｅ

Ｄ

Ｃ

10mg/L以下 2mg/L以上



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項
目

類
型

水素イオン濃度
（pH）

化学的酸素要求量
（COD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO）

大腸菌群数

AA

水道１級
水産１級
自然環境保全
及びA以下の欄に
掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN/100mL以下

A

水道２，３級
水産２級
水浴
及びB以下の欄に
掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 1000MPN/100mL以下

B

水産３級
工業用水１級
農業用水
及びCの欄に
掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上 ー

C
工業用水２級
環境保全

6.0以上
8.5以下

8mg/L以下
ごみ等の浮遊が
認められないこ
と

2mg/L以上 ー

規格12.1に定め
る方法又はガラ
ス電極を用いる
水質自動監視測
定装置によりこ
れと同程度の計
測結果の得られ
る方法

規定17に定める方法 付表8に掲げる方
法

規格32に定める
方法又は隔膜電
極を用いる水質
自動監視測定装
置によりこれと
同程度の計測結
果の得られる方
法

最確数による定量法

（注）

　　水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は前処理等を伴う高度の浄水操作
　　を行うもの

４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

３　水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産３級の水産
　　生物用

　　水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産
　　生物用

５　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

　　水産３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

 備  考　　水産１級,水産２級及び水産３級については,当分の間,浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

測定方法

第１
の２
の
(2)
によ
り水
域類
型ご
とに
指定
する
水域

利用目的の適応性

基　準　値

※　生活環境に係る環境基準（湖沼）

該
当
水
域



  

※　人の健康の保護に関する環境基準

項　目 基　準　値 項　目 基　準　値

カドミウム 0.003mg/L以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01mg/L以下

鉛 0.01mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下

六価クロム 0.05mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下

砒素 0.01mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下

総水銀 0.0005mg/L以下 シマジン 0.003mg/L以下

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L以下

PCB 検出されないこと ベンゼン 0.01mg/L以下

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 セレン 0.01mg/L以下

四塩化炭素 0.002mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ふっ素 0.8mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 ほう素 1mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下

　備　考

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

３海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

４硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸
イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に
換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当
該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。

 

 

 

 

 

 

 


